
 

 
 

 

 

 

平成２８年熊本地震の厚生年金基金に関する通知の発出について（続報） 

平成 28 年熊本地震の厚生年金基金の事務取扱いに関する通知につきましては、年金通信第 10 号（2016

５月２日発信）でご連絡いたしましたが、今般、新たに以下の２通の通知が発出されましたので、ご連絡い

たします。 

１．平成 28 年熊本地震による災害に対する「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別

措置に関する法律」の企業年金制度等への適用について（年企発 0512 第１号。別紙１参照。） 

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置法に関する法律（平成８年法律第 85

号。）に定める厚生年金基金に関する以下の義務内容で、平成 28 年４月 14 日から平成 28 年７月 28 日

までの間に履行期限が到来するものについては、平成28年７月29日までに義務が履行されたときには、

免責されることが示されました。 

・厚生年金基金の公告 

・年金たる給付又は一時金たる給付の受給権を有する者の死亡届出 

・業務報告書、運用報告書の提出 

２．「平成 28年熊本地震に係る現況届の事務処理に関する指導等について」（年企発 0513 第３号。 

別紙２参照。） 

熊本県に住所を有する、誕生日が４月１日から６月 30日までの受給権者又は受給者については、指定

期限日までに現況届の提出がない場合であっても年金の支払が一時差止めとなることがないよう、現況

届の提出期限を平成 28年７月 31 日まで延長することが示されました。 

 

詳細は通知をご欄ください。 

 

企業年金業務室 

熊澤、神谷、 

関根、山崎 

 

以上 
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年企発０５１２第１号 

平成２８年５月１２日 

地方厚生（支）局保険年金（企業年金）課長 殿 

厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課長 

（公印省略）

平成２８年熊本地震による災害に対する「特定非常災害の被害者の権利利益の保全 

等を図るための特別措置に関する法律」の企業年金制度等への適用について 

平成２８年熊本地震による災害に対しては、平成二十八年熊本地震による災害につ

いての特定非常災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令（平成２８年

政令第２１３号。以下「政令」という。）が別添１のとおり平成２８年５月２日に公

布され、同日より施行されたことにより、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等

を図るための特別措置法に関する法律（平成８年法律第８５号。以下「法」という。）

（別添２）の規定の一部が適用されることとなったところである。 

 政令は、平成２８年熊本地震による災害を法第２条第１項の特定非常災害に指定

し、その被害者について、法令上の義務であって期限内に履行されなかった義務の履

行に係る免責等に関して所要の措置を講ずるものである。 

主な内容等は下記のとおりであるので、厚生年金基金等について、災害の影響等を

十分に配慮し、企業年金制度等（厚生年金基金制度、確定給付企業年金制度、確定拠

出年金制度及び国民年金基金制度をいう。）について、適切な運用が図られるよう、

遺漏なきを期されたい。 

記 

法第４条に定める法令上の義務者であって期限内に履行されなかった義務の履行

に係る免責に関する措置については、以下のように取り扱われたい。 

(1) 法令に規定されている義務のうち、平成２８年４月１４日から平成２８年７月

２８日までの間に履行期限が到来するものであって、特定非常災害により当該期

限までに履行されなかったことにより、法令義務違反として、罰金等の刑事上、

行政上の責任が問われる場合において、平成２８年７月２９日までに義務が履行

されたときには、免責することとしたこと。 

(2) 法第４条第１項の「法令に規定されている」とは、法令に基づき直接課せられ

【別紙１】
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る義務を対象とするものであり、例えば、確定給付企業年金法（平成１３年法律

第５０号）第１０２条第１項に基づき履行期限の定められていない条項について

違反の改善の措置を命じる場合のように、法令に基づく処分であって初めて具体

的に履行期限を定めて義務が課せられることとなるもの等は含まないものである

こと。（「参考」を参照のこと） 

(3) 法第４条第１項及び政令第１条によって規定される「平成２８年熊本地震によ

る災害により当該履行期限が到来するまでに履行されなかった」とは、履行義務

者ごとに個別に判断することとなるが、一般的には、直接・間接を問わず特定非

常災害により被害を受けたか否か、すなわち、履行義務者が当該義務の履行がで

きなかったか否かによって判断されること。 

(4) 当該措置の対象となるのは、「行政上及び刑事上の責任」であるので、民事上

の責任については免責の対象とならないものであること。 











 ＜参 考＞ 

特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置法第４条に係る企業

年金等関係法令等 

厚生年金保険法（公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の

一部を改正する法律附則第５条第１項の規定によりなおその効力を有するものとされ

た同法第１条の規定による改正前の厚生年金保険法） 

条文 義務内容 期日等 

第 116条 

・厚生年金基金

令（※１）第 3

条、第 4 条、第

42条 

厚生年金基金の公告 （設立の場合）4週間以内 

（変更の場合）2週間以内 

（解散の場合）2週間以内 

第 174条（第 98

条第 4 項の準

用） 

年金たる給付又は一時金たる

給付の受給権を有する者の死

亡届出 

10日以内 

第 177条 

・厚生年金基金

規則（※２）第

56条第 1項、第

2項 

報告書の提出 （業務報告書）毎年 3月、6月、9

月、12月の翌月 15日まで 

（運用報告書）翌事業年度 9月 30

日まで 

※１ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正す
る法律の施行に伴う経過措置に関する政令第 3 条第 2 項の規定によりなおその効力を
有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法
等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第 1 条の規定に
よる廃止前の厚生年金基金令 

※２ 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正す
る法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等及び経過措置に関する省令第 17条第
1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第1条の規定による廃止前の
厚生年金基金規則 

確定給付企業年金法関係 

条文 義務内容 期日等 

第 15条 

・確定給付企業

年金法施行令第

8 条、9 条、58

条 

第 86条 

企業年金基金の公告 

規約型企業年金の規約の失効 

（設立の場合）4週間以内 

（変更の場合）2週間以内 

（解散の場合）2週間以内 

30日以内 

第 99条 受給権者の死亡届出 30日以内 



第 100条第 1項 報告書の提出 毎事業年度終了後 4月以内 

 

確定拠出年金法 

条文 義務内容 期日等 

第 16条第 1項 

・確定拠出年金

法施行規則第 11

条 

企業型年金加入者の氏名及び

住所その他の事項の通知 

 

 

5日以内 

 

 

第 47条 企業型年金の規約の失効 30日以内 

第 50条 

・確定拠出年金

法施行規則第 27

条 

報告書の提出 

 

 

 

毎事業年度終了後 3月以内 

 

 

第 80条第 3項、

第 81条第 3項、

第 82条第 2項、

第 83条第 2項 

・確定拠出年金

法施行令第 45

条の 2 

個人別管理資産の移換 

 

 

 

 

 

当該企業型年金が終了した日が属

する月の翌月から起算して 6 月以

内 

第 92条第 1項 

 

運営管理機関の登録事項の変

更の届出 

2週間以内 

 

第 93条 運営管理機関の廃業等の届出 30日以内 

第 102条 

・確定拠出年金

運営管理機関に

対する命令第 12

条 

運営管理機関の業務報告書の

提出 

毎事業年度終了後３月以内 

第 113条第 1項 個人型年金加入者又は受給権

者の死亡届出 

10日以内 

 

国民年金法 

条文 義務内容 期日等 

第 121条 

・国民年金基金

令第 6条、7条、

36条 

国民年金基金の公告 

 

 

 

（設立の場合）4週間以内 

（変更の場合）2週間以内 

（解散の場合）2週間以内 



第 127条の 2 

・国民年金基金

規則第 8 条第 1

項、第 10条、第

11条 

加入員の資格の取得・喪失・種

別・氏名・住所の変更 

14日以内 

第 138条（第 105

条第 4 項の準

用） 

・国民年金基金

規則第 9 条、第

20条第 1項 

加入員及び基金又は連合会が

支給する年金又は一時金の受

給権者の死亡届出 

14日以内 

第 140条 

・国民年金基金

規則第 44条第 1

項、第 2項 

基金の報告書の提出 （業務報告書）毎年 3月、6月、9

月、12月の翌月 15日まで 

（運用報告書）翌事業年度 5月 15

日まで 



年企発０５１３第３号 

平成２８年５月１３日 

地方厚生（支）局保険年金（企業年金）課長 殿 

厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課長 

（公印省略）

平成 28 年熊本地震に係る現況届の事務処理に関する指導等について 

平成28年熊本地震にて被災された被保険者を加入員等とする厚生年金基金（以下

「厚年基金」という。）の現況届の事務処理については、「平成28年熊本地震に係る

厚生年金基金及び国民年金基金の事務処理に関する指導等について」（平成28年４月

22日年企発0422第１号）により通知しているところである。 

 今般、「熊本県における国民年金、厚生年金保険及び船員保険の年金受給者又は受

給者が届出等を提出すべき日を延長する件」（平成28年厚生労働省告示第223号。別

添１参照。）及び「熊本県における国民年金、厚生年金保険及び船員保険の年金受給

者又は受給者が届出等を提出すべき日を延長する件の告示について（平成28年５月13

日付年管発0513第１号。別添２参照。）により下記の対象者の厚生年金保険の現況届

の提出期限が延長されることとなったところであり、貴管下の厚年基金の指導等に特

段のご配慮を賜りたい。 

記 

１． 対象者 

 熊本県に住所を有する受給権者又は受給者であってその誕生日が４月１日から

６月 30 日までの間にある者。 

２． 延長後の提出期限 

平成 28 年７月 31 日 

【別紙２】
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YKOHC
テキストボックス
【別添１】



年管発０５１３第１号 

平成２８年５月１３日 

日本年金機構理事長 殿 

厚生労働省大臣官房年金管理審議官 

（公 印 省 略） 

熊本県における国民年金、厚生年金保険及び船員保険の年金受給権者又

は受給者が届書等を提出すべき日を延長する件の告示について（通知） 

 本日、平成２８年厚生労働省告示第２２３号（熊本県における国民年金、厚生年金

保険及び船員保険の年金受給権者又は受給者が届書等を提出すべき日を延長する件）

が告示されたので通知する。 

 本告示の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、遺漏のないよう取り扱われた

い。 

 なお、当職から地方厚生（支）局長に対し、別添のとおり通知を発出していること

を申し添える。 

記 

１ 趣旨 

配偶者又は子が加給年金額の対象者となっている受給権者又は受給者（以下「受

給権者等」という。）及び住民基本台帳ネットワークシステムによる現況確認を行

うことができない受給権者等は、毎年、誕生日の属する月の末日（以下「指定期限

日」という。）までに生計維持確認届、現況届等（以下「届書等」という。）を日

本年金機構に提出しなければならず、この提出がないときは、年金の支払が一時差

止めとなる。 

熊本県に居住する受給権者等であって、平成２８年熊本地震後間もなく指定期限

日が到来するものは、指定期限日までに届書等を提出することが困難であると考え

られる。 

本告示は、これらの受給権者等について、指定期限日までに届書等の提出がない

場合であっても年金の支払が一時差止めとなることがないよう、届書等の提出期限

を延長するものである。 

YKOHC
テキストボックス
【別添２】



２ 内容 

熊本県に住所を有する年金受給権者等であって、その誕生日が４月１日から６月

３０日までの間にあるものについては、平成２８年における届書等の提出期限を平

成２８年７月３１日とする。 



年管発０５１３第２号 

平成２８年５月１３日 

地方厚生（支）局長 殿 

厚生労働省大臣官房年金管理審議官 

（公 印 省 略） 

熊本県における国民年金、厚生年金保険及び船員保険の年金受給権者又

は受給者が届書等を提出すべき日を延長する件の告示について（通知） 

 本日、平成２８年厚生労働省告示第２２３号（熊本県における国民年金、厚生年金

保険及び船員保険の年金受給権者又は受給者が届書等を提出すべき日を延長する件）

が告示されたので通知する。 

 本告示の趣旨及び内容は下記のとおりであり、当職から日本年金機構理事長に対

し、別添のとおり通知を発出しているので、御了知いただくとともに、貴管内市町村

に周知方よろしく取り計らわれたい。 

記 

１ 趣旨 

配偶者又は子が加給年金額の対象者となっている受給権者又は受給者（以下「受

給権者等」という。）及び住民基本台帳ネットワークシステムによる現況確認を行

うことができない受給権者等は、毎年、誕生日の属する月の末日（以下「指定期限

日」という。）までに生計維持確認届、現況届等（以下「届書等」という。）を日

本年金機構に提出しなければならず、この提出がないときは、年金の支払が一時差

止めとなる。 

熊本県に居住する受給権者等であって、平成２８年熊本地震後間もなく指定期限

日が到来するものは、指定期限日までに届書等を提出することが困難であると考え

られる。 

本告示は、これらの受給権者等について、指定期限日までに届書等の提出がない

場合であっても年金の支払が一時差止めとなることがないよう、届書等の提出期限

を延長するものである。 

別 添 



２ 内容 

熊本県に住所を有する年金受給権者等であって、その誕生日が４月１日から６月

３０日までの間にあるものについては、平成２８年における届書等の提出期限を平

成２８年７月３１日とする。 

別 添 
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